
NPO法人 放 課後クラブホツプ 定 款

第 1 章 総 則

(名称)

第 1条  こ の法人は、N P O法人放課後 クラブホップとい う。

(事務所)

第 2条  こ の法人は、主たる事務所を大阪府堺市西区津久野町 1丁 8番 2 6号 に置 く。

( 目的)

第 3条  こ の法人は、障がい を持 った子 ども達 に対 して、放課後 の余暇支援 に関す る事業

を行 うことにより、もつて障がい児の成長発達の促進 とその家族の福祉の推進に寄与す

ることを目的 とする。

(活動の種類)

第 4条  こ の法人は、前条の 目的を達成す るため、特定非営利活動促進法 (以下 「法」 と

ぃ う。)第 2条 別表 保 健、医療又は福祉の増進 を図る活動

社会教育の推進を図る活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

子 どもの健全育成 を図 る活動     を 行 う。

(事業の種類)

第 5条  こ の法人は、第 3条 の 目的を達成するため、次の事業を行 う。

(1 )特定非営利活動に係 る事業

① 児 童福祉法に基づ く障害児通所支援事業

第 2 章 会  員

(種別)

第 6条  こ の法人の会員は、次の 3種 類 とし、特別正会員をもつて法上の社員 とする。

(1)特別正会員 こ の法人の 目的に賛同 して入会 し、運営に寄与す る個人又は団体

(2)正会員 こ の法人の 目的に賛同 して入会 した個人又は団体

(3)賛助会員 こ の法人の事業を賛助す るために入会 した個人又は団体

(入会)

第 7条  会 員 として入会 しよ うとするものは、入会申込書 を理事長に提出 し、理事長の承

認 を得なければならない。理事長 は、会員の申込みについては、正当な理由がない限 り

入会 を認めるものとす るが、入会 を認めない場合は、理 由を付 した書面をもつて本人に

その旨を通知 しなければな らない。

(入会金及び会費)



( 2 )この法人の財産の状況を監査すること。

( 3 )前 2号 の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為又は法

令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した場合には、これを総会又

は所轄庁に報告す ること。

に)前 号の報告をす るために必要がある場合には、総会を招集すること。

( 5 )理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べるこ

と。

(任期)

第 14条 役 員の任期は、 2年 とす る。但 し、再任 を妨げない。

2 補 欠又は増員によ り選任 された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間 とす る。

3 前 2項 の規定にかかわ らず、任期の末 日において後任の役員が選出されていない とき

は、その任期 を、任期の末 日後、最初の総会が終結す るまで伸長することができる。

(欠員補充)

第 15条 理 事又は監事の うち、その定数の 3分 の 1を 超 える者が欠けた ときは、遅滞なく

これを補充 しなければならない。

(解任)

第 16条 役 員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任す

ることができる。但 し、その役員に対 し、議決の前に弁明の機会を与えなければな らな

い 。

( 1 )心身の故障のため、職務の執行に堪 えられない と認められるとき。

( 2 )職務上の義務違反その他役員 としてふ さわ しくない行為があつたとき。

(報邸‖等)

第 1 7条 役 員は、その総数の 3分 の 1以 下の範囲内で報酎‖を受けることができる。

2  役 員には、その職務を執行す るために要 した費用を弁償す ることができる。

3  前 2項 に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章  総 会

(種別)

第 18条 こ の法人の総会は、通常総会 と臨時総会 とす る。

(構成)

第 19条 総 会は、特別正会員をもつて構成する。

(権能)

第20条 総 会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散



もつて表決 し、又は他の特別正会員を代理人 として表決を委任す ることができる。

2 前 項の場合における前 2条 の規定の適用については、その特別正会員は総会に出席 し

たものとみなす。

(議事録)

第27条 総 会の議事については、次に掲げる事項 を記載 した議事録を作成 し、これを保存

しなければな らない。

(1)日時及び場所

(2)特別正会員の現在数

(3)出席 した特別正会員の数 (書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記す

ること。)

(4 )審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関す る事項

2 議 事録には、その会議において出席 した特別正会員の中から選任 された議事録署名人

2名 以上が、議長 とともに署名押印 しなければならない。

第 5章  理 事 会

(構成)

第28条 理 事会は、理事をもつて構成す る。

(権能)

第29条 理 事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決す る。

(1)総会に付議するべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関す る事項

(3)その他総会の議決 を要 しない業務の執行に関す る事項

(開催)

第30条 理 事会は、次の各号のいずれかに該当す る場合に開催する。

(1)理事長が必要 と認めたとき。

(2)理事総数の 3分 の 1以 上の理事か ら会議の 目的を記載 した書面によつて開催の請求

があつた とき。

(招集)

第31条 理 事会は理事長が招集す る。

2 理 事長は、前条第 2号 の規定による請求があつたときは、その 日か ら15日 以内に理

事会を招集 しなければならない。

3 理 事会を招集するときは、会議の 日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書面をもつ

て、少なくとも 5日 前までに通知 しなければな らない。

(議長)



(事業計画及び予算)

第4 0条 こ の法人の事業計画及び予算は、理事長が作成 し、総会の承認を得なければな ら

ない。 これを変更する場合 も同様 とする。

(予備費の設定及び使用)

第4 1条 前 条に規定す る予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設

けることができる。

2 予 備費を使用するときは、理事会の議決を経なければな らない。

(暫定予算)

第4 2条 第 4 0条の規定にかかわ らず、やむを得ない理 由によ り予算が成立 しない ときは、

理事長は、理事会の議決 を経て、予算成立の 日まで前年度の予算に準 じ収入支出す るこ

とができる。

2 前 項の収入支出は、新たに成立 した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第4 3条 理 事長は、毎事業年度終了後 3か 月以内に、事業報告書、財産 目録、貸借対照表、

活動計算書を作成 し、監事の監査 を経て、総会の承認 を得なければな らない。

(長期借入金)

第4 4条 こ の法人が資金の借入れ をしようとす るときは、その事業年度の収入をもつて償

還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第4 5条 こ の法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始ま り、翌年 3月 3 1日 に終わる。

第 7章  事 務 局

(設置)

第4 6条 こ の法人の事務を処理す るため、事務局を置 く。

2  事 務局には、事務局長その他の職員を置 く。

3  事 務局の職員は、理事長が任免する①

(書類及び帳簿の備置き)

第4 7条 主 たる事務所には、法第2 8条に規定 され る書類のほか、次に掲げる書類 を常に備

えておかなければならない。

( 1 )会員名簿及び会員の異動に関する書類

( 2 )収入、支出に関す る帳簿及び証拠書類

第 8章  定 款 の変 更 及 び解 散

(定款の変更)

第4 8条 こ の定款の変更は、総会に出席 した特別正会員の 4分 の 3以 上の議決 を経、かつ、



2  こ の法人の設立時の入会金及び会費は、第 8条 の規定にかかわ らず、次の各号に掲げ

るものとす る。

(1)特別正会員

入会金  10 0 0円  会 費 年 額 200 0円

(2 )正会員

入会金  10 0 0円  会 費 年 額 200 0円

(3 )賛助会員

入会金    0円  会 費 年 額 200 0円

3 こ の法人の設立当初の役員は、第12条第 3項 及び第 4項 の規定にかかわ らず、次に掲

げるとお りとし、その任期は、第14条第 1項 の規定にかかわ らず、平成 24年 3月 31

日までとする。

(1)理事長

氏 名  佐 々木信子

(2)副理事長

氏 名  中 村綾子

(3)理  事

氏 名  坂 本砂恵子

氏 名  須 賀野有貴

氏 名  東 内あけみ

氏 名  吉 田美智子

(4)監   事

氏 名  河 野法子

4 こ の法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会

の定めるところによる。

5 こ の法人の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわ らず、成立の 日か ら平成

23年 3月 31日 まで とする。


